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○位置   柏崎市大字堀３４７８番地   電話 ０２５７－２４－３７２６ 

○交通   信越線・柏崎駅から  自動車・タクシー        約１０分 

                         バス（産業大学行き）     約２０分  

      信越線・安田駅から  自動車・タクシー        約 ５分 

         高速・柏崎ＩＣから    自動車                        約  ７分 
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柏崎市墓園 全体図 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

中央第１駐車場  約４５台       中央第２駐車場   約 ６台 

西側第１駐車場  約１２台       西側第２駐車場   約３０台 

西側第３駐車場  約 ６台       西側第４駐車場   約２０台 
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柏 崎 市 墓 園 の あ ら ま し 

 

 先祖を敬い、そして大切にする心の現れとして、お墓は私たち人間にだけ与えられた

心の永遠の“ふるさと”です。 

 柏崎市では、明るく健全な墓園を望む多くの市民の声に応えるため、現在地（柏崎市

大字堀地内・用地面積２２万５千㎡）に“緑の安らぎの里”としての墓園づくりを計画

し、昭和４８年１１月に都市計画法による県知事の承認を得て、昭和５０年から「柏崎

市墓園」の整備を進めています。 

○造成工事の概要 

  第１期造成工事（昭和５０年度） 第１区～第５区墓域   １,２１０区画 

   追加造成工事（昭和６３年度） 第３区墓域         ２５区画 

  第２期造成工事（平成元年度）  第６区墓域        １０４区画 

  第３期造成工事（平成３年度）  第７区墓域        １３５区画 

  第４期造成工事（平成５年度）  第８区墓域        ３３０区画 

  第５期造成工事（平成１１年度） 第９区Ａ墓域       １９１区画 

追加造成工事（平成１４年度） 第９区Ａ墓域         ７区画 

  第６期造成工事（平成１５年度） 第９区Ｂ墓域       ３５０区画 

  第７期造成工事（平成２０年度） 第１０区墓域       １８９区画 

 

                         計    ２，５４１区画 

 柏崎市墓園は、御先祖の霊を祭る荘厳な場であるとともに、墓地という暗いイメージ

から脱却し、四季折々に御家族連れで訪れることのできる“心休まる場”となるよう努

力しております。皆さんから末永く安心して御利用いただければ幸いです。 

 

  平成 ２０年 １１月 

 

                                                     柏  崎  市 
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墓地の使用について 

 

１ 墓地使用に関する届出等について 

  柏崎市墓園内の墓地を使用するにあたって、次の場合は届出又は申請をしてくださ

い。 

（１）「墓碑を新設又は改築等」するとき ･････････････→「墓碑設置届出書」 

（２）「お骨を納骨」する場合 ･･･････････････････････→「埋蔵（改葬）届書」 

   （添付書類） 

    ｏ埋蔵の場合は、「火葬許可証」 

    ｏ改葬の場合は、改葬前の埋蔵地の市区町村長が発行する「改葬許可証」 

（３）「住所・本籍が変わった」とき ･･････････････→「住所等変更届書」 

（４）「氏名が変わった」とき ････････････････････→「  同  上  」 

（５）「墓地使用権を承継」したいとき ････････････→「墓地使用権承継許可申請書」 

（６）「墓地を返還」するとき ･････→「墓地返還届書」、「墓地使用料・墓園管理手

数料還付請求書」 

墓地使用料は、使用許可を受けてから５年以内の場合は、納付した使用料の７

割、５年を超え１０年までが５割、１０年を超えた場合は２割の金額が還付され

ます。 

また、墓園管理手数料は、返還後の期間に係る既納分の手数料について還付し

ます。 

  ※ 上記の「提出関係書類」は市民生活部環境政策課にあります。  

 

２ 墓地使用上の注意について 

（１）使用許可を受けた墓地は、相続人等へ承継し、永代使用できます。ただし、墓地

の使用権を他人に譲渡し、又は転貸することはできません。 

（２）墓碑を新設する場合は、１区画内に１基とします。区域によって建立できる規格

が決まっています。 

 

墓     域 種 別 建 立 で き る 墓 碑 

第１、第６、第７、第８墓域 規格墓域 ６㎡和式規格墓碑（別図１） 

第３墓域   〃 ４㎡和式規格墓碑（別図２） 
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第２(13～23番）、第５墓域 規格墓域 ６㎡洋式規格墓碑（別図３） 

第４墓域    〃 ４㎡洋式規格墓碑（別図４） 

第２（１～１２番） 自由墓域 制限なし 

第９、１０墓域 規制墓域 墓碑の高さが２．５ｍ以下の墓碑 

 

（３）規格墓域内は、墓碑以外のいかなる工作物（卒塔婆立て等）、施設又は木などの

植栽はできません。 

（４）使用許可を受けた墓地は、墓碑の建立の有無に関わらず、墓地区画内の草取り、

落葉掃き等の管理をし、常に清浄にしておくよう心掛けてください。 

（５）墓地以外の目的には使用できません。 

（６）墓地の中には人の焼骨以外を埋蔵することはできません。 

（７）第８墓域に通じる園内通路は、自動車の進入が禁止されています。 

  

３ 墓園管理事務所から 

（１）墓園管理事務所は、１２月中旬から３月中旬までの冬期間は閉鎖します。ただし、

１２月、３月は積雪の状況によって、閉鎖時期が早まったり、開所時期が遅れる

ことがあります。 

（２）手桶は、墓園管理事務所前に用意してありますので、必要の際はお使いください。

なお、使用後は元の場所にお返しください。 

（３）「お盆のお墓参り」について 

   お盆(８月１３日)は、夕方からたいへん混雑しますので、下記の点に御注意くだ 

さい。 

    ▽ 墓園内道路は、自動車が大変多いので、下記のとおり交通規制をしています。 

・ 正面(管理事務所側)出入口→西側出入口(第８墓域側)への一方通行とします。 

・ 西側出入口(第８墓域側)は進入禁止とします。  

    ▽ 自動車は、墓園内道路では最徐行してください。 

    ▽ 手桶は、管理事務所だけでなく各墓域内の水飲場に配置しておきます。   

 使用後は元の場所にお返しください。                                    
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墓碑の規格（設計図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３墓域 第４墓域 
  

第１・６・７・８墓域 第２（13～23番）・５墓域 
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＜参考＞柏崎墓園条例（抜粋） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第1項の規定に基づき、墓

園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において「墓地」とは、焼骨を埋蔵するために墓園内に区画した一定の場所

をいう。 

（使用許可） 

第４条 墓園内の墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 

（墓地の変更） 

第４条の２ 次の各号に掲げる条件を満たしている場合は、市長の許可を受けて墓地の変更を

することができる。 

(1)  使用許可後１年以内であって墳墓を建設していないこと。 

(2) 使用の許可をしていない墓地との変更であること。  

 (3) 使用料が同額の墓地であること。 

２ 前項の墓地の変更は、１回に限り許可するものとする。 

３ 第１項の規定により墓地を変更した場合は、使用料の納入及び還付は行わない。 

（使用料） 

第５条 第４条の規定による使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表第１に

定める使用料を納入しなければならない。 

２ 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限り

でない。 

（使用料の還付） 

第６条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が墓地を返還したときは、別表第２の

左欄に掲げる期間に応じ、同表の右欄に掲げる額を還付する。 

 （手数料） 

第７条 使用者のうち次に掲げる者は、墓園の清掃その他の管理に要する経費として別表第３に定

める墓園管理手数料（以下「手数料」という。）を納入しなければならない。 

（1）平成１１年１０月１日以後に使用許可を受けた者 

 （2）使用許可を受けた日から起算して３０年を経過した者。ただし、年度の途中で使用許可を受

けた場合は、当該許可を受けた日の属する年度の翌年度の初日を起算日とする。 
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２ 前項の手数料は、５年以内において市長が定める年分を前納しなければならない。 

３ 年度の中途で使用許可を受けた場合は、当該年度分の手数料は月割計算とする。この場合にお

いて、１月未満の端数は１月とする。 

 （手数料の還付） 

第８条 既納の手数料は、還付しない。ただし、使用者がその墓地を返還したときは、その返還後

の期間に係る既納分の手数料について還付する。 

（使用権の承継） 

第９条 墓地の使用権は、その使用者の相続人又は親族若しくは縁故者であって、その墓地に係

る祭しを主宰する者（以下「承継者」という。）に限り、市長の許可を得て承継することがで

きる。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第10条 使用者は、墓地に係る使用権を他人に譲渡し、又は墓地を転貸してはならない。 

（使用許可の取消し） 

第11条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消すことができる。 

(1) 許可を受けた目的外に使用したとき。 

(2) 使用者が死亡し、承継者がいないとき。 

(3) 承継者及びその親族の所在が不明であり、かつ、縁故者がなく、10年を経過したと認めた

とき。 

(4) その他この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（墓地の返還） 

第12条 使用者は、その使用に係る墓地が不用となったとき、又は前条第１号及び第４号の規定

により許可を取消されたときは、直ちに現状に復し、返還しなければならない。 

２ 使用者が前項の規定に基づく義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、当該使

用者からその費用を徴収する。 

３ 市長は、前条第２号及び第３号の規定により墓地の使用許可を取消したときは、その墳墓を

一定の場所に改葬し、墓石等を処分することができる。 
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別表第１（第５条関係） 

区  分 使  用  料 

４平方メートル １８０,０００円 

６平方メートル ２７０,０００円 

 

別表第２（第６条関係） 

使用許可を受けた日から返還した日までの

期間 
還 付 す る 額 

５年以内     既納使用料の７割の額 

５年を超え１０年まで     既納使用料の５割の額 

１０年を超える場合     既納使用料の２割の額 

 

別表第３（第７条関係） 

区    分 手  数  料 

４平方メートル １年につき １，２００円 

６平方メートル １年につき １，８００円 
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      使用許可年月日      平成   年   月   日  

     使用許可番号    第         号  

     墓 地 番 号   第     区     番    号  

   墓碑建立年月日   平成   年   月    日  

   埋蔵（改葬）年月日     平成   年   月    日  

 メ           年   月    日  

            年   月    日  

 モ           年   月    日  

          年   月    日  

          年   月    日  

 

                                                                         

   

 

 

   

 

 

 

 

お問い合わせは 

 ☆柏崎市 市民生活部 環境政策課 

  〒９４５－８５１１ 柏崎市中央町５番５０号 

   直通☎（０２５７）２１－２２９９ 

  ☆柏崎市墓園管理事務所 

   〒９４５－１１１１ 柏崎市大字堀３４７８番地 

      直通☎（０２５７）２４－３７２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


